
教育委員会室

第１ 議案第７号

第２ 議案第８号

第３ 議案第９号

第１

第２

令和４年度墨田区体育奨励賞の表彰状及びメダルの授与につ
いて

報告事項

令和４年度墨田区教育委員会表彰の表彰状及び楯の授与につ
いて

教 育 委 員 会 日 程

行政財産（曳舟幼稚園）の用途変更について

令和5年2月27日(月) 午前１０時００分から

２　場　所

３　日　程

議決事項

１　日　時

教育課題の進捗状況について（資料１）

令和５年度区立小・中学校給食費について（資料２）
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議案第７号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　行政財産（曳舟幼稚園）の用途変更について

　別紙のとおり用途変更する。

令 和 5 年 2 月 27 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　令和４年度末で廃止する曳舟幼稚園について、廃止後の園舎を曳舟小学校の校舎と
して使用するため、墨田区公有財産管理規則第２条第７号の規定による用途変更を行
う必要がある。
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行政財産（曳舟幼稚園）の用途変更について 

 

 

 

１ 用途変更の理由 

  令和４年度末で廃止する曳舟幼稚園について、廃止後の園舎を曳舟小学校の校舎とし

て使用するため、行政財産の用途変更を行う必要がある。 

 

 

２ 用途変更を行う行政財産 

台帳番号 名称 所在 種類 種目 数量 

6413 曳舟幼稚園園舎 墨田区京島一丁目 28番 2 建物 事務所建 638.25 ㎡ 

 

 

３ 用途変更後の措置 

  廃止後の園舎は、同じ敷地内にある曳舟小学校の校舎として管理し、児童のための特

別活動室等として活用していく。 
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令和４年度 教育課題（特別課題） 執行計画書兼実績報告書                                                    No. １ 

課題№ １ 事業名 学習指導要領への対応(GIGA スクール構想における授業改善の推進) 主管課 指導室 

執
行
計
画 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

進捗 ○            

実
績 

            

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ） 

１月実績 

■GIGAスクール授業研究員 

第11回月例会実施（全３回） 

・オンラインによる情報交換（１/17） 

・墨田中学校での検証授業（１/26）、両国中学校での検証授業（１/31） 

■「すみだタブレットの日」実施校 

 錦糸中学校（１/14）、緑小学校（１/21）、小梅小学校（１/28） 

■教員研修会の実施 

 区立小中学校教員を対象とした授業改善研修会（１/19、錦糸中学校） 

■情報モラル教育の推進 

各校における「情報モラル指導モデルカリキュラム」を活用した指導の実施（年３回実施） 

 

進捗：〇 

■GIGA スク

ール授業研

究員の募集・

決定 

■すみだタ

ブレットの

日 

■教員研修

会の実施 

■月例会 

■授業改善

研修会 

■月例会・

授業研究 
■実践報告

会 

■月例会 

■授業改善

研修会 
■授業改善

研修会 

■授業改善

研修会 

■各学校の

実践報告書

作成・配布 

■情報モラ

ル教育の推

進 

■集中研修 
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令和４年度 教育課題（特別課題） 執行計画書兼実績報告書                                                    No. ２ 

課題№ ２ 事業名 「すみだ教育指針」の改定及び「学力向上新３か年計画(第３次)」の策定 主管課 すみだ教育研究所 

執
行
計
画 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

■委員会設置 

■年間スケジ

ュール確認 

■アンケート

発出・集約 

■幹事会① 

(係長級) 

 

教育委員会に

随時、検討状

況を報告 

 

 

■策定方針、

スケジュール

確認 

■委員会① 

 

■教育委員会

に随時、検討

状況を報告 

 

■骨子案等検

討 

 

 

 

 

■検討会① 

 

 

 

 

 

 

■骨子案策

定準備 

 

 

 

 

 

 

■各課事業

調査・収集 

 

■幹事会② 

 

 

 

 

 

 

 

■各課事業

調査依頼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■幹事会③ 

■検討会② 

 

 

 

 

 

 

■各課事業

調査集約 

 

■委員会② 

 

 

 

 

素案検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■素案作成

準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■幹事会④ 

■検討会③ 

 

 

 

 

 

 

■素案検討 

 

 

■委員会③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■素案決定 

■概要版の検

討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■素案決定 

 

 

 

 

 

 

■パブリッ

クコメント

開始 

 

 

 

 

 

 

■素案議会

報告 

 

 

 

 

 

■議会報告 

 

 

■パブリック

コメント集約 

 

 

 

■幹事会⑤ 

■検討会④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■印刷準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■印刷 

 

 

 

 

 

 

 

■議会報告 

 

進捗 ○            

実
績 

 

 

 

           

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ） 

１月実績 
 
「すみだ教育指針」の改定 
■パブリックコメント集約 

 
 
「学力向上新３か年計画（第３次）」の策定 
■教育課程説明会で説明(1/13) 

 
進捗：○ 

「すみだ教育指針」の改定 

「学力向上新３か年計画（第 3 次）」の策定 
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令和４年度 教育課題（特別課題） 執行計画書兼実績報告書                                                    No. ３ 

課題№ ３ 事業名 学力向上新３か年計画（第２次）の推進 主管課 すみだ教育研究所 

執
行
計
画 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

■国調査実

施(4/19) 

■区調査実

施(4/26) 

 

 

 

■マネジメ

ント推進校

決定、計画

取りまとめ 

■すみだス

クールサポ

ートティー

チャー事業 

■チャレン

ジ教室 

■研究所ニ

ュース発行 

■都調査実

施 

 

 

 

 

 

■マネジメ

ント推進校

訪問、予算

配当 

 

 

 

■区調査結

果受領（下

旬） 

 

 

 

 

■全体計画

作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■区調査議

会報告 

■学力向上

ヒアリング 

■学習ふり

かえり期間 

 

 

 

■調査結果

を各校ＨＰ

に掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■放課後：秋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■指導のポ

イントを各

校へ周知 

 

■学習ふり

かえり期間 

 

 

 

 

 

 

 

■放課後：冬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進捗 ○            

実
績 

            

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ） 

１月実績 
 
■学習ふりかえり期間（1/11 から４月末まで） 
■マネジメント推進校（２年目） 
横川小、隅田小、梅若小、吾嬬第二中、吾嬬立花中 

■すみだスクールサポートティーチャー事業 
放課後補習・授業支援等支援サポーターを各校へ派遣（１月実績：活動人数 118 人 ※R5.2.6 現在確認数） 

■チャレンジ教室 
冬の教室の実施 柳島小、隅田小、錦糸中、吾嬬第二中、寺島中 

■研究所ニュースの発行 
 
進捗：○ 
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令和５年度 区立小・中学校給食費について 

 

 

令和５年２月１日（水）に開催した墨田区学校給食協議会での協議結果を踏まえ、

「令和４年度と同額に据え置くことが適当である」旨の結論を各校に通知すること

とする。 

 

１ 令和５年度の学校給食費 

 

区 分 

 

① 

月 額 

② 

年間回数 

（基準回数） 

③ 

1 食平均単価 

(①×11 ヵ月÷②) 

④ 

1 食徴収額 

小 

学 

校 

低学年 4,230 円 194 回 239.85 円 240 円 

中学年 4,730 円 194 回 268.20 円 270 円 

高学年 5,280 円 194 回 299.38 円 300 円 

中学校 5,605 円 190 回 324.50 円 325 円 

夜間学級 5,755 円 195 回 324.64 円 325 円 

※④ １食徴収額は、講師などを対象とした単発の徴収額 

 
２ 墨田区学校給食協議会における給食費についての検討結果 

（１）令和４年度における学校給食使用食材の価格は一貫して上昇傾向にある。 

（２）令和５年度の予想物価上昇率は、政府発表で１．７％であるが、一方で直近

の総務省「東京都区部における消費者物価指数」は、前年同月比４．３％とな

っている。 

（３）本協議会では、これらの数値の中間をとり、３．０％の物価高騰を見込んだ

令和５年度の給食費を設定することが適当と考える。 

（４）この現下の大規模かつ急激な物価高騰分については、学校給食法第１１条を

根拠に給食費の保護者負担に転嫁することも考えられるが、一方で保護者負担

への配慮も必要であると考える。 

（５）令和５年度墨田区一般会計予算では、物価高騰対策として、一人１食当たり

の給食費換算で、１２円の公費補助を予算計上した。また、一人当たり年間３

食分の食育推進交付金についても予算計上した。 

（６）したがって、給食費一部の公費負担を前提とし、保護者負担額を増額するこ

となく、給食運営を行っていくことが可能であるため、令和５年度の給食費保

護者負担額については、前年度同額とすることが適当である。 
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